
大阪デザインセンター会員並びに施設利用規約 

一般財団法人大阪デザインセンター（以下「ODC」という。）は、ODC の会員につ

いて、並びに船場センタービル 2 号館 1 階 101－105 号のコワーキングスペースおよびセ

ミナールーム（以下「当施設」という。）の利用について、以下の通り規約を定めます。 

 

第１章 会員 

（会員募集の目的） 

第１条 ODC は以下の項目を目的として事業実施するため会員を募集します。 

（１）デザインビジネスの振興 

（２）デザイン人材と企業・自治体・団体の交流 

（３）デザインを軸とした人材育成 

（４）デザインプロジェクトの推進 

２ 会員は前項におけるODC の目的に賛同し、ODC 及び他の会員と共に、デザインに

関する諸事業に主体的に参画するよう努めるものとします。 

３ 会員は、本規約に定める各種特典を受けることができます。また、第 2 章に定める

規定に従い、プレミアム会員およびスタンダード会員は会員専用とするコワーキング

スペースを利用することができます。 

（会員） 

第２条 会員は、デザイン等クリエイティブ産業に携わる人、もしくはデザインに関心が

ある、またはクリエイターとの協業を目指す人で 18 歳以上とします。 

２ 会員には、プレミアム会員、スタンダード会員、ライト会員の 3 種類があります。 

（入会手続き） 

第３条 入会を希望する者は、ODC の Web サイト （https://www.osakadc.jp/）より必

要事項を入力し見学申し込みを行うものとします。 

２ 見学申し込み受領後、ODC は、本人を確認できる資料（運転免許証、パスポート、

マイナンバーカード等）の提示を受けヒアリング面談を行います。 

３ 見学者は入会の意思がある場合、ODC から案内された方法で入会申請を行うものと

します。 

４ ODC は入会可否を審査のうえ結果を申請者に通知し、入会可の場合は入会登録手続

きを案内します。 

５ ODC が入会審査の結果、入会不可の通知を申請者にした場合、申請者は不服を申し

立てることはできません。 

６ 入会可となり入会登録手続きを完了した時点で会員資格は有効となります。 



７ プレミアム会員およびスタンダード会員の当施設への初回来館時に、ODC はメンバ

ーズカードを発行します。 

８ 会員は、別表１「会費等一覧」に規定するとおり、入会金、月会費ならびに利用料を

クレジットカード決済もしくは、請求書払いを選択し、支払うものとします。 

９ クレジットカード払いの場合の月会費は、入会月の翌月分よりクレジットカードによ

り決済します。ただし、引き落とし日は、各クレジットカード会社の定めるところに従

って確定します。 

１０ 請求書払いの場合の会費は、入会月の翌月分から当該年度分を一括して ODC が定

める振り込み期日までに支払うものとします。なお、年度の途中で退会される場合にお

いて返金はいたしません。 

（退会） 

第４条 会員は、退会を希望する場合、ODC 指定の退会届を提出することによって退会

申請をすることができます。 

２ 会員は、退会手続終了日をもって会員としての一切の権利を失い、当施設および付随

するサービスを利用できなくなります。 

３ 会員は、退会日までに ODC に対する全ての債務を弁済することとします。ただし、

退会日までに精算の完了しない債務については、退会日以降に ODC の請求に基づき弁

済するものとします。 

（反社会的勢力排除の確約） 

第５条 会員および同伴者は、暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる者(以下これら

を「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該

当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約することとしま

す。 

（１）暴力団員等が経営を支配、もしくは実質的に関与していると認められる関係を

有すること 

（２）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え 

る目的をもち、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

（３）暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると

認められる関係を有すること 

（４）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される

べき関係を有すること 

 

第２章（当施設の利用） 



（営業時間等） 

第６条 当施設の営業時間および定休日は、原則として以下の通りとします（以下「営業

時間」という。） 

  営業時間：平日 9 時 30 分～19 時 （入館は 18 時 30 分まで） 

  休業日 ：土曜、日曜、祝日、年末年始、夏期休業 

２ やむを得ない事情により営業時間の変更や臨時の休業日を設ける場合、または全館を

使用するイベントを開催する場合には、ODC は会員に対し、当施設への掲示または

Web サイト上でその旨を告知するものとします。 

（メンバーズカード） 

第７条 プレミアム会員およびスタンダード会員には本施設のメンバーズカードを発行し

ます。 

２ メンバーズカードは、当施設設置のプリンター複合機利用のカードキーを兼ねます。

また、会員が提携機関のサービスを受ける場合には、メンバーズカードを提示するもの

とします。 

３ 会員は、第三者にメンバーズカードを貸与することはできません。メンバーズカード

の貸与・盗難その他、理由の如何を問わず、第三者がメンバーズカードにより本施設等

を利用した場合には、その利用代金の支払いを含む全ての責任は、当該会員が負うもの

とします。また、メンバーズカードを紛失・盗難その他の理由により使用できなくなっ

た場合は、速やかに ODC へ申告するものとします。 

４ ODC は、会員が以下のいずれかに該当した場合、メンバーズカードを無効にするこ

とができることとします。 

（１）退会するとき 

（２）月会費ならびに利用料を滞納したとき 

（３）上記以外で、ODC が必要と判断したとき 

５ 会員がメンバーズカードを破損・紛失した場合、ODC は別表２「その他料金一覧」

に定める手数料を申し受けたうえ、再発行します。 

（コワーキングスペース利用資格） 

第８条 プレミアム会員およびスタンダード会員は、登録した会員一人につき 3 名まで会

員以外を同伴して入館・利用することができます。ただし、１８歳未満の入館・利用は

原則として不可とします。 

（入退館） 

第９条 会員は、入館時には会員マイページより入館登録をするものとします。 

２ 会員の同伴者は、入館時に別途来館登録を必要とします。 



（施設におけるサービス内容） 

第１０条 プレミアム会員およびスタンダード会員が当施設において利用できるサービス

は以下のとおりとします。なお、ODC は、必要に応じて、当施設および当サービスの

内容を変更・中止できるものとします。 

（１）無料サービス 

 ①インターネット回線 

②フリースペース 

③フリードリンク 

④貸しロッカー（一時使用） 

⑤個人用ブース（要予約、原則 2 時間以内） 

⑥2 人用個室、4 人用個室（要予約、原則 2 時間以内） 

⑦プリンター複合機（コピー、プリントアウト、スキャン） 

（２）有料サービス（別表２「その他料金一覧」参照） 

 ①レンタルスペース（2 号館）（別途申込要） 

②住所利用サービス（別途申込要） 

③貸しロッカー（月ぎめ）（別途申込要） 

（プリンター複合機利用サービス） 

第１１条 プレミアム会員およびスタンダード会員が当施設内に設置するプリンター複合

機（以下「複合機」という。）を利用するためには、貸与したメンバーズカードを使

用します。 

２ 会員は、故意、過失により複合機を毀損、汚損、紛失した場合、ODC に対してその

損害の賠償をすることとします。 

３ 会員が複合機を利用するにあたり、会員の操作ミス、コピー機の利用不能、故障、そ

の他 ODC の責によらず複合機が利用できなかったため、会員に損害が生じた場合で

も、ODC は会員に対してその損害を賠償しません。 

４ 一度に大量のコピー・プリントアウトをすることは、機器の故障・他の会員の迷惑に

つながるため禁止します。 

（専用スペースの利用） 

第１２条 プレミアム会員およびスタンダード会員は個人用ブース、２人用個室および 4

人用個室を利用する場合、会員マイページの予約フォームによって予約した上で利用

するものとします。 

２ 予約キャンセルは使用開始 60 分前までに会員マイページ上で行うものとします。 



３ 利用開始時刻を 30 分経過しても利用されない場合は、キャンセルしたものと見なし

ます。キャンセル処理なく利用されない場合は、次回以降の予約をお断りする場合が

あります。 

４ 個人用ブース、2 人用個室および 4 人用個室には、防音設備がないため、周りの会員

への配慮をした上で利用するものとします。 

（セミナールームの利用） 

第１３条 会員は 3 カ月前から予約した上、有料で利用することができます（別表２「そ

の他料金一覧」参照）。 

２ 利用予約は、会員マイページの予約フォームから予約し、ODC の承認を待って使用

できるものとします。利用料は原則として事前に決済（前払い）するものとします。 

３ 利用料は別表２「その他料金一覧」で定めます。 

４ インターネット回線は利用料に含まれます。 

５ 予約時間は準備・撤収の時間も含めて予約し、利用は予約終了時間を限度とします。

予約時間内に室内の原状回復を行ったうえで退室するものとします。 

６ 利用日の 30 日前以降のキャンセルについては、キャンセル料が発生します（別表２

「その他料金一覧」参照）。 

（住所利用サービス） 

第１４条 住所利用サービス（有料、別表２「その他料金一覧」参照）を利用するプレミ

アム会員およびスタンダード会員は、当施設の住所を本支店登記および名刺等への記載

に利用することができます。使用できるのは住所のみで、当施設の電話番号は記載でき

ません。 

（住所の利用範囲） 

第１５条 貸与した住所は以下の各号の目的で利用することはできません。 

（１）生活の拠点としての表示、又は公的な住民登録住所としての利用 

（２）個人名義の銀行口座及びクレジットカードの申込住所としての利用 

（３）その他、犯罪を目的とした利用及び公序良俗や法令に反する利用 

（法人登記の注意事項） 

第１６条 プレミアム会員およびスタンダード会員は住所利用サービスを利用して登記を

行う場合、業種ごとに法令、規則が異なるため、会員自身で調査・確認の上、手続きを

行うこととします。 

（郵便受け取り） 

第１７条 当施設では、貸与した住所宛の郵便物を個別ポストにて預かることとします。

ポストに保管できるのは、３３×３０×３㎝以内とします。転送は不可とし、定期的



に会員自身が当施設に来館し、持ち帰ることとします。なお、以下の各号に該当する

ものは受け取れないこととします。 

（１）通常の書類ではないもの 

（２）現金書留 

（３）代引き、着払いの配達物 

（貸しロッカー） 

第１８条 月ぎめ貸しロッカー（有料、別表２「その他料金一覧」参照）を利用する会員   

 は、鍵番号を自身で設定し、管理することとします。保管物に関し、ODC では紛失、

盗難、滅失および毀損等に関する一切の責任を負わないものとします。貴重品（現

金、重要な物品）、腐敗変質品・破損し易いもの、強い臭いを放つもの、危険物など

の保管は禁止します。また、郵便受取のポストとしては利用できません。 

２ 貸しロッカー（一時利用）を利用する会員は、保管の荷物は当日中に持ち帰ることと 

し、日をまたいで使用することはできません。 

（館内での飲食） 

第１９条 当施設内での食事は、原則としてカフェスペースのみ可能とします。それ以外

のスペースでは、飲料・菓子類のみ可能とし、アルコール類の持ち込みは禁止しま

す。イベント後の交流会パーティなど、事前に ODC に届け出た場合はこの限りではあ

りません。ただし、いずれの場合においても、強い臭いを放つもの、飛散させる恐れ

のあるものの持ち込みは禁止します。持ち込まれた飲食物によって著しい汚れが生じ

た場合は、ODC は清掃代の実費を請求します。 

（禁止行為） 

第２０条 ODC は、会員が本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を禁止

します。また、本規約、諸規程および次の各号の定めの一つに違反した場合（これら

規約等に定めが無くとも、本サービスの利用に際し、ODC または他の会員に対する迷

惑行為があると ODC が判断した場合も含む。）に、違反の是正を求めたにも関わら

ず、相当期間内に当該会員がその違反を是正しないときには、当該会員の利用資格を

剥奪し、当施設からの退去を求めることができるものとします。また、当該会員は

ODC に対して、ODC が被った損害相当額（直接的な損害のほか、間接的な損害や逸

失利益を含む。）を賠償するものとします。 

（１）危険物・発火物の持ち込み 

（２）音、振動、臭気等を発し、他に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み 

（３）動物の持ち込み 

（４）当施設内での喫煙 



（５）許可を得ない撮影、データの窃盗、盗聴 

（６）当施設の共用部分を占有することまたは物品を置くこと 

（７）ゴミを持ち帰らず放置すること（可燃ごみ、缶・ペットボトルは各自で所定の

場所に廃棄すること） 

（８）公の秩序、風俗を乱す恐れがあると認められる行為 

（９）詐欺やマルチ商法などの悪質商法と推定される行為 

（１０）宗教活動および政治活動等と推定される行為 

（１１）当施設内にて ODC に事前の承認を得ない営業行為 

（１２）当施設内で小売業や医療業など、第三者の頻繁な出入りを伴う可能性のある

事業を行うこと 

（１３）性風俗関連の事業を行うこと 

（１４）賭博およびギャンブルに関連する事業を行うこと 

（１５）申込時の面談内容と大きく異なるイベント 

（１６）第三者への無断での転貸 

（１７）諸官公庁への届出・許可等申請必要事務処理を怠った営業 

（１８）ODC または当施設の名誉または信用を傷つける行為 

（１９）ODC および他の利用者および第三者に不安を覚えさせ、または迷惑を及ぼす

行為 

（２０）その他 ODC が不適切と判断する行為 

（２１）当施設の賃貸人の定めた規則に違反する行為 

２ ODC は、会員が次の各号の一つに該当するに至った場合、何等催告を要することな

く、直ちに当該会員の資格を剥奪することができます。 

（１）会員が法人である場合において、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特

別清算その他これらに類する倒産手続等の開始の申立を行い、若しくはそれらの

申立を受けたとき 

（２）会員が、ODC へ利用料、その他本サービスの利用に基づき発生する料金を支払

わないとき 

（３）会員について、第５条に違反する事実が判明したとき 

（４）その他前項各号に準ずる重大な事由が発生したとき 

３ 前項に定める会員資格のはく奪（会員契約解除）は、ODC から会員（会員が所属す

る法人を含む。）に対する損害賠償請求を妨げません。 

４ 本条第３項に基づき契約が解除された場合、会員 ODC に対し、当該契約の解除を理 

由として損害賠償その他何らの請求をすることはできません。 



（免責） 

第２１条 ODC は、本サービスの運営に関して故意または重大な過失がない限り、会員

に対して損害賠償義務を負わないものとします。 

（不可抗力） 

第２２条 天変地異、感染症、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による

処分・命令、輸送機関もしくは倉庫業者の保管中の事故、通信回線の事故、仕入先の

債務不履行、食中毒等の疾病、当施設内での怪我その他 ODC の合理的支配が及ばない

事由等の不可抗力を原因として、当施設の業務が停止し、会員へ本サービスの提供が

できなくなった場合、これにより利用者に損害が生じても ODC は一切の責任を負わな

いものとします。 

（本サービスの提供の休止） 

第２３条 ODC は、次の各号に該当する場合には、会員に通知することなく本サービス

の全部または一部の提供を休止することができます。 

（１）設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと ODC が判断

した場合 

（２）当施設および当施設が存する建物の定期点検等が行われる場合 

（３）緊急の点検、設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合 

（４）火災、停電、天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力によ

る処分・命令、その他 ODC の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因とし

て、サービスの提供ができなくなった場合 

（５）通信事業者が電気通信サービスを中断あるいは中止し、電気通信サービスの提供

ができなくなった場合 

（６）関係諸官庁から中止命令がでた場合 

（７）天災地変、感染症、事故その他 ODC の責に帰することのできない事由又はこれ

らの各事由に基づく ODC の決定により施設等の利用ができなくなった場合 

（８）大規模地震対策特別措置法により、警戒宣言が発令された場合 

（９）大阪市内において「震度 5 以上」を示す地震情報が発表され、施設等の使用 

についての ODC による安全確認が未了の場合 

（１０）その他、会場の運営上、支障があると認められる場合 

（１１）その他、ODC が運営上休止する必要があると認めた場合 

２ ODC が前項の規定に従い本サービスの提供を休止する場合、会員は、本サービス提

供の継続および本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をでき

ないものとします。 



（本サービスの提供の終了） 

第２４条 ODC は、会員に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部また

は一部の提供を終了することができます。 

２ 会員は、ODC が前項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、本サービス提

供の継続および本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をでき

ないものとします。 

３ ODC が本条第１項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、同条同項で定め

る通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって、本サービスの提供は終了するもの

とします。 

（損害賠償） 

第２５条 会員は、本サービスの利用に際し、もっぱら自己の責に帰すべき事由により

ODC、他の会員に損害を与えた場合には、自らの費用と責任において解決にあたるも

のとし、ODC には一切迷惑をかけないものとします。 

（個人情報） 

第２６条 ODC は、本サービスの申込または利用等を通じて知り得た会員の個人情報

（以下「個人情報」という。）について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を

遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 

２ 会員は、会員の個人情報を ODC が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意す

るものとします。 

（１）会員より依頼を受けた各種サービスを当該会員に対して提供するため 

（２）本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため 

（３）本サービスその他 ODC の取扱品（消費材等）の改善等に役立てるための各種ア

ンケートを実施するため 

（４）本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため 

（５）関連サービスや商品の情報を提供するため 

（会員の物品管理） 

第２７条 当施設内での会員の物品（以下「私物」という。）の管理は、会員自身の判断

と責任の下で行うものとし、ODC は、当該物品（貸ロッカー内の物品を含む。）につ

いて、紛失、盗難、滅失および毀損等に関する一切の責任を負わないものとします。 

２ ODC は、当施設内に残置されたままの私物（忘れ物や遺失物を含む。）については、

ODC の裁量で任意の方法による処分することができるものとします。 

 

第３章 その他 



（協議事項） 

第２８条 本規約の解釈に疑義が生じ、または本規約に定めのない事由が生じたときは、

ODC および会員は、誠実に協議の上、解決するものとします。 

（準拠法等） 

第２９条 本規約に関する準拠法は、日本国法とします。 

２ 本規約に関する一切の訴訟は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

（本規約等の追加変更） 

第３０条 ODC は、その裁量で本規約および諸規程を随時変更できるものとします。 

２ 本規約および諸規程を変更した場合、ODC の Web サイト等で告知するものとしま

す。 

３ ODC の Web サイトに変更後の本規約および諸規程を掲載した後に、本サービスを

利用した会員は、当該変更に同意したものとします。 

 

付則 

１ 本規約は、２０２１年１２月１６日から施行します。 

２ 本規約の改定は、必要に応じて ODC が行います。 

３ 本規約の施行に関し、必要な事項は ODC が別に定めます。 

４ ODC が本規約を改定した場合には、会員は、改定日以降、改定後の本規約に従うも

のとします。 

 

改訂 

２０２２年１月５日改訂 

２０２２年２月１６日改訂 

２０２２年４月１日改訂 

２０２２年９月１２日改訂 

２０２３年３月１日改訂 

２０２３年４月１日改訂 

２０２３年１０月２日改訂 

２０２３年１２月２５日改訂 

２０２４年４月１日改訂 

２０２４年 6 月１日改訂 

 



別表１「会費等一覧」 

入会金 月会費 特典 

5,000 円 

(不課税） 

プレミアム会員 

12,000 円 

(不課税) 

年額一括請求書

払いのみ 

・コワーキングスペース利用 5 名まで登録可 

・登録者一人につき 3 名同伴可能（追加料金なし） 

・プリンター複合機使用 

・セミナールーム使用料 50％OFF（オプション除く） 

・住所利用（登記可能ポスト）可（有料） 

・各種講座割引（5 名まで） 

・提携企業の各種割引 

・バナー広告割引 

・ビジネスマッチング/コンサルティング受託 

・成約手数料 15% 

・会員情報発信 他 

スタンダード会員 

6,500 円 

（不課税） 

年額一括請求

書払い/カード

払い選択 

・コワーキングスペース登録本人のみ利用可 

・3 名同伴可能（追加料金なし） 

・プリンター複合機使用 

・セミナールーム使用料 50％OFF（オプション除く） 

・住所利用（登記可能ポスト）可（有料） 

・各種講座割引（1 名） 

・提携企業の各種割引 

・バナー広告割引 

・ビジネスマッチング/コンサルティング受託 

・成約手数料 15% 

・会員情報発信 他 

ライト会員 

4,500 円 

（不課税） 

年額一括請求

書払い/カード

払い選択 

・ビジネスマッチング/コンサルティング受託 

・成約手数料 20% 

・会員情報発信 他 

 

    

  



別表２「その他料金一覧」（消費税込み） 

種別 料金 

住所利用（ポスト）（税込） 5,500 円/月（会費と一緒に請求） 

貸しロッカー（税込） 2,200 円/月 

セミナールーム料金（税込） 

※利用可能時間：平日 10 時～19 時まで 

 

1 時間ごと         8,800 円 

10 時～19 時（終日利用） 66,000 円 

※会員は、上記の半額となります。 

※利用時間は、設営･撤去の時間も含まれ

ています。余裕をもった予約をお願い致

します。超過については、1 時間分の料金

をいただきます。 

※プロジェクター、マイクなどの備品の

料金は web サイトをご覧ください 

https://www.osakadc.jp/rentalspace2/ 

セミナールーム キャンセル料 

※税込金額を基に算出する 

1 か月前から 10% 

2 週間前まで 20% 

1 週間前まで 50% 

前日まで   80％ 

当日     100% 

土日祝のご利用料金（税込） 

（営業していないため貸し切りとなりま

す） 

時間に関わらず  220,000 円 

※会員は、上記の半額となります。 

 

メンバーズカード（複写機利用カード）

の紛失・既存による再発行の場合 

再発行手数料 1,100 円（税込） 

 


